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第４８回水資源機構契約監視委員会 審議概要 
 

開 催 日 及 び 場 所  令和３年１月２１日（木） 機構本社会議室（WEB 会議） 
 

委        員 
 

 篠原煜夫（弁護士）、毛利栄征（大学教授）、清水義彦（大学教

授）、山梨恵子（水資源機構監事） 
 

 
審  議  事  項 

１．令和２年度上半期の１者応札の状況について 
２．令和２年度上半期における１者応札・１者応募に関する点検に

ついて 
３．令和２年度上半期における随意契約に関する点検について 
 

委     員 機構事務局 
 
１．令和２年度上半期の１者

応札の状況について 
２．令和２年度上半期におけ

る１者応札・１者応募に関す

る点検について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・１者応札が多いと不調や

不落も多いと思われるがど

のぐらいあるのか。 
 
 
 
・「利根導水路大規模地震

対策宗岡副水路堤外部下流

外工事」について、契約額

が高額で魅力のある工事と

思われるが、１者応札にな

ったのは、技術者不足とい

う理由だけなのか。 
 
・「木曽川支線第１１工区

外保全管理工事」について、

１社応札で、かつ落札率が

100％であるが、１者応札に

なったのはどのような理由

か。 
 
・落札率が 100％で千円単

位まで一致しているのは不

自然と思われるが、どのよ

うに分析しているのか。 
 
 

 
・令和 2 年 11 月時点、不調 51 件、不

落 33 件、合計 84 件です。昨年度の同

時期は、不調 76 件、不落 42 件、合計

118 件となっており、昨年度より不調は

減少しています。 
 
・参加条件として求めている施工実績

の難易度はそれ程高くなく、Ａランク

で 32 社が参加可能であり、もっと多く

の応募があってもよいと思われるが、

応募する業者の都合、手持ち工事等の

都合もあり、明確には分からない状況

です。 
 
・工事が集中する時期での発注だった

のが一つの要因と思われます。資料要

求そのものも１者しかなかったので、

実態の把握はできていません。 
 
 
 
・偶然であったと思われます。 
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３．令和２年度上半期におけ

る随意契約に関する点検につ

いて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・「堰下流護床工応急復旧

工事」について、予算がな

いから工事の依頼ができな

いということは考えられな

い。予算流用手続き等に時

間を要したとのことだが、

事案発生から工事の依頼ま

で２ヶ月半以上の期間があ

って、緊急性ありと言える

のか。予算がなければ工事

の依頼ができないと大変な

事態を招くと思われるが、

この事例に限らずどのよう

に考えればよいのか。 
 
・堤防が決壊して、水が溢

れるような非常に緊急性が

高い場合、予算がないと工

事を依頼できないというこ

となのか。緊急で直ぐに工

事の依頼をしないと、莫大

な損害や人命に関わるよう

な状況で、予算がないから、

復旧作業にかかれないとい

うのは、おかしいのではな

いか。 
 
 
 
・緊急性には、そこまでの

緊急性はないが早く対応す

る必要があるようなもの

を、広く認めてしまうと、

だんだん形骸化し、委員会

の存在意義が薄れてしまう

と思われる。 
 
・緊急随契をせざるを得な

いことを、現場での切羽詰

まった状況など、もう少し

ストレートな理由にする

と、理解しやすいのではな 

 
・予算の裏づけのない中で工事の依頼 
を行うことは、支払いができないこと 
も想定されることから、問題があると 
考えております。工事の依頼にあたっ 
ては、予算の確保は必須であり、予備 
費というものがなく、予算流用は費用 
負担者の了承等も必要であり、非常に 
時間がかかるのが実態です。このよう 
な状況でもなるべく早く処理をすべく 
努力し、様々な制約がある中、今後も 
できるだけ速やかに対応したいと考え 
ております。 
 
 
 
・国の災害復旧制度を活用することに 
なると思われ、申請等の手続きにも時 
間がかかる場合もあります。誰が見て 
も緊急で対処しなければならないもの 
と、直ちに実施する程ではないが、実 
施方法を検討し決定した時点で、一般 
競争入札で時間をかけて実施するよ 
り、直ちに実施した方が効果が高いと 
思われるものがあり、本事案は後者で 
事案発生から工事の依頼までに時間が 
かかっています。緊急性では後者を幅 
広に利用しないよう注意してまいりま 
す。 
 
・早期に対応を要する事案については、 
適正に判断して実施するように指導し 
ていきたいとい思います。 
 
 
 
 
 
・緊急随契をせざるを得ない状況が分 
かるよう明確に記載するようにしま 
す。 
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 いか。 
 
・本工事は、水が流れてい 
る状況で船を浮かべて施工 
する、危険性、特殊性のあ 
る工事だと思われ、出水期 
までに実施しないと、応急 
復旧ができない状況が考え 
られる。通常の契約手続き 
では出水期を迎えてしま 
い、工事が難しい状況とな 
り、更に構造物の被害が懸 
念されるような理由にする 
と理解しやすいと思われ 
る。 
 
・「事前放流実施基準検討

業務」について、当該業者

は相当なデータを持ってい

ることから、緊急性という

より、この業者へ依頼しな

いと速やかに実施できない

という理由に思われるが。 
 
 
・本業務は国でガイドライ

ンが作成され、出水期まで

に実施するよう指示があっ

た特殊性があり、緊急性と

ともに特殊性をストレート

に説明した方が理解しやす

いと思われる。また、緊急

性も総合的な観点から、施

設管理の重要性や依頼業者

が見つからない等、総合的

な理由が理解しやすいと思

われる。 
 
・今回の議論のように、緊

急性の中にも色々な特殊性

があることをうまく表現し

た理由を記載し、説明して

いただきたい。 
 

 
 
・分かりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・本業務は、国から示された事前放流 
に係るガイドラインにより、効果的な 
予測情報を出水期迄に行えるような時 
間的な対応を求められたことから、気 
象予測情報データを十分取得し整理し 
て、短期間で洪水期までに検討するこ 
とが可能な当該業者と随意契約を行っ 
たものです。 
 
・今後は理解しやすいよう記載してい 
きたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・今回の委員会でのご意見を参考にし

て、分かりやすい理由となるようにし

ていきます。 
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○問い合わせ先 
   埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２ 
       ランド・アクシス・タワー内    電話 ０４８－６００－６５００ 
     水資源機構契約監視委員会事務局 
                       技術管理室契約企画課長      坂上  覚（内線 2251） 
                       技術管理室技術調査課長    奈良 洋幸（内線 4631） 


